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除染関係ガイドラインの改訂について	 

	 

	 

１．改訂の背景等	 

平成 23 年 12 月の第１版の策定より１年以上が経過し、これまでの除染作業

等からの知見が蓄積されてきている。それら除染作業の結果について、効果に

関する分析を実施し、平成 25 年１月には、「国及び地方自治体がこれまでに実

施した除染事業における除染手法の効果について」を公表した。また、各自治

体が除染を実施するに当たっての質問・協議事項の一部についても、除染関係 Q

＆A等により公表されている。また、本年１月には、除染において不適正な作業

が行われているとの報道があり、除染適正化プログラム策定して対応を行って

いる。	 

これらを踏まえて、本年１月から３月にかけて、放射線等に関する専門家、

除染作業に関わってきた有識者及び地方自治体との意見交換を実施して事務局

において改訂案の検討を行ってきた。また、広く自治体の意見を聴取するため、

除染状況重点調査地域及び除染特別地域の全自治体（８県、108 市町村）に対し

て意見照会を実施し、それらの意見も踏まえて検討を行った。	 

	 	 	 

	 

	 

２．改訂の考え方	 

	 改訂に当たっては、上記の背景等を踏まえ、広く自治体等の意見を踏まえて

以下の観点を中心として検討を行った。	 

（１）効果・効率が高いと判明した新たな技術の取り込み	 

	 	 	 環境省直轄による除染、除染技術実証事業等において、除染効果・効率

が高いことが確認され、かつ様々な地域での活用が想定される技術につい

て、位置づける。	 

（２）除染作業のノウハウや自治体から質問を受けた事項への対応	 

	 	 	 除染作業を進めていくにつれてわかってきた除染作業のポイント、注意

点等を示す。また、自治体から具体的な方法又は対象等に関する質問のあっ

た事項について、具体的な方法等を示す。	 

（３）不適正な除染に対する対応	 

	 	 	 一連の不適正除染に関する報道において、除染によって生じた排水の処

理方法等について取り上げられたことを踏まえ、排水の放流、回収及び処理

方法、用具の洗浄等について、具体的な方法を示す。また、排水に含まれる

放射性物質濃度が低いこと等、安心につながるデータを示す。	 

	 

資料２	 
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（４）わかりやすさの向上	 

第１版については、除染の開始までの時間等が少ない中で策定したことも

あり、「わかりやすさ、使いやすさ」という観点からの記述が必ずしも十分

ではなかった。除染作業手順や方法について、できる限り視覚的に示す。	 

（５）リスクコミュニケーションの観点からの説明の充実	 

除染関係ガイドラインは、市町村による除染の実施、仮置場の設置等にあ

たって住民に説明する際の資料等として、リスクコミュニケーションに活用

されている場合もある。このため、可能な範囲で、仮置場における地下水モ

ニタリングの結果等、住民の安心につながるモニタリングデータ等を示す。	 

	 

	 

３．改訂内容の概要	 

（１）新たな技術の取り込み	 

例）超高圧水洗浄、回収型高圧水洗浄、スチーム洗浄、人工芝の除染	 等	 

	 

（２）除染作業のノウハウ、効果的・効率的な手法等の取り込み、除染対象の

明確化	 

①除染手法毎の除染効果を高めるための留意点の記載	 

	 	 例）屋根の除染（拭き取り、高圧水洗浄の注意点）、	 

草木の除染（芝の深刈りの方法）等	 

②測定に関する記載の整理及び充実（表面汚染密度、GMサーべイメータ、 
時定数等）	 

③除染対象となる農業用用排水路の位置づけ	 

	 

（３）不適正な除染に対する対応	 

①排水の処理に関する具体的な方法の記載	 

②用具の洗浄等に関する具体的な方法の記載	 

	 

（４）わかりやすさの向上	 

①除染作業手順のフローチャート化	 

②写真の全面的な入れ替え及び追加	 

	 

（５）リスクコミュニケーションの観点からの説明の充実	 

①放射性物質の水への溶解性、土壌への吸着に関するデータの記載	 

②保管（仮置場）における地下水モニタリングに関するデータの記載	 


